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発 表 要 旨      

 

日高振興局では、今年度より、一次産業を中心とする働き手不足等の地域

課題の解決を目指して、自らの空いた時間を活用して副業を行う職員、ＳＮ

Ｓを活用して地域の魅力を発信する職員を「ナナイロひだかサポーター」に

任命し、職員が社会貢献活動を円滑に行う制度を創設したところです。 

このたび、サポーターが実際に副業として農作業に従事することとなりま

したので、お知らせします。 

なお、今回がサポーター制度導入後初の活動です。 

 

１．概要 

（１）日時：令和４年７月６日（水）5:30～7:30 

（２）場所：うらかわ菅農園（浦河町向別 441-1） 

（３）内容：ハウス内でのいちご収穫作業等 

 

２．従事する職員 

  地域政策課若手職員 ２名（予定） 

 

３．その他 

  いちごの収穫作業については、１１月まで継続的にサポーターが従事す

る予定ですので、今後取材の希望がありましたら、地域政策課までご連絡

ください。 

 

報道に当たってのお願い ・当日の取材を希望する場合は、７月５日（火）までに下記担当宛てご

連絡ください。 

 

 

担  当 

 
地域創生部地域政策課  課長 福原 英範  （0146-22-9070） 

             係長 小西 秀昭   (0146-22-9073） 

 


